
 
県独自措置(オミクロン株等感染拡大防止対策)の実施 

 
  本県において新型コロナウイルスの感染拡大が見られることから、国の基本的対処方針等を踏まえ、 

県独自措置としての感染拡大防止対策を実施 
 

県独自措置(オミクロン株等感染対策徹底） 
(特措法第 24 条第 9項等) 

県独自措置(オミクロン株等感染拡大防止対策) 
(特措法第 24 条第 9項等) 

区域：県全域 区域：県全域 

期間：R3年 12 月 30 日(木)～ 期間：R4年１月 13 日(木)～ 
[外出自粛等] 
○3 密の回避、ﾏｽｸ着用、手洗い、換気等基本的な

感染対策を徹底 
○発熱等の症状がある場合、帰省・旅行等の自粛を

要請 
○外出時には混雑している場所や時間を避けて少

人数での行動を要請  
○感染対策が徹底されていない飲食店、ｶﾗｵｹ店等 

の利用を厳に控えることを要請 
○感染不安を感じる無症状者の検査受検を要請 
 

 
 
 
 
 

[飲食店等] 
 
(1)新型コロナ対策適正店認証店舗 
○時短要請なし・酒類提供可(協力金なし) 
○人数制限なし 
（同一ﾃｰﾌﾞﾙ 4 人以内を推奨) 

○短時間(2 時間程度以内)での飲食の協力依頼 
 
(2)上記以外の非認証店舗 
○時短要請なし・酒類提供可(協力金なし) 
○同一ﾃｰﾌﾞﾙ 4 人以内、短時間(2 時間程度以内)で
の飲食を要請 

○酒類提供の場合は、「一定の要件」を満たすこと
を要請 

○「新型コロナ対策適正店認証」取得の推奨 
 
[多数利用施設等] 
(多数利用施設・イベント関連施設共通) 
○業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基づく感染対策の徹底を要

請 
○酒類提供の場合は､｢一定の要件｣を満たすこと

を要請 
 
 
(イベント関連施設) 
○イベント開催制限の要件を準用した施設の運用

を要請（施設でイベントが開催される場合） 
  
[イベント開催制限]  
○国の開催基準に準拠 
｢感染防止安全計画｣策定(5,000 人超かつ収容率 50%超) 
・人数上限 収容定員まで  
・収 容 率 100％(「大声なし」が前提) 
上記以外の催物 
・人数上限 5,000人又は収容定員50％ 

のいずれか大きい方 
・収容率   大声なし 100％､あり 50％ 

(人数上限と収容率のいずれか小さい方) 
 
[出勤抑制等] 
○在宅勤務(テレワーク)取組の協力依頼 

[外出自粛等] 
○3密の回避（ゼロ密）、ﾏｽｸ着用、手洗い、換気等

基本的な感染対策を徹底 
○発熱等の症状がある場合、帰省・旅行等の自粛を

要請 
○まん延防止等重点措置区域をはじめ感染拡大地

域への不要不急の移動は極力控えることを要請 
○外出時には混雑している場所や時間を避けて少

人数での行動を要請  
○感染対策が徹底されていない飲食店、ｶﾗｵｹ店等 

の利用を厳に控えることを要請 
○感染不安を感じる無症状者の検査受検を要請 
 
 
 

[飲食店等] 
 
(1)新型コロナ対策適正店認証店舗 
○時短要請なし・酒類提供可(協力金なし) 
○同一ﾃｰﾌﾞﾙ 4 人以内の飲食を要請 
○短時間(2 時間程度以内)での飲食の要請 
 
(2)上記以外の非認証店舗 
○時短要請なし・酒類提供可(協力金なし) 
○同一ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 人以内、短時間(2時間程度以内)で

の飲食を要請 
○酒類提供の場合は、「一定の要件」を満たすこと
を要請 

○「新型コロナ対策適正店認証」取得の推奨 
 
 
[多数利用施設等] 
(多数利用施設・イベント関連施設共通) 
○業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基づく感染対策の徹底を要

請 
○入場者の整理、入場者へのマスク着用の周知、飛

沫防止措置等の感染対策の実施を要請 
○酒類提供の場合は､｢一定の要件｣を満たすこと

を要請 
 
(イベント関連施設) 
○イベント開催制限の要件を準用した施設の運用

を要請（施設でイベントが開催される場合） 
 
[イベント開催制限]  
○国の開催基準に準拠 

｢感染防止安全計画｣策定(5,000 人超かつ収容率 50%超) 
・人数上限 収容定員まで  
・収 容 率 100％(「大声なし」が前提) 
上記以外の催物 
・人数上限 5,000人又は収容定員50％ 

のいずれか大きい方 
・収容率   大声なし 100％､あり 50％ 

(人数上限と収容率のいずれか小さい方) 
 
[出勤抑制等] 
○在宅勤務(テレワーク)取組の協力依頼 
○事業継続計画の実施準備と取組の依頼 

 



国の行動制限緩和の基本的対処方針(11/19(R4.1/7変更)) 

・緊急事態宣言はレベル3相当、まん延防止等重点措置はレベル3又はレベル2相当で総合的に検討する。 

・ワクチン接種の進捗を踏まえ、また第三者認証制度やワクチン・検査パッケージ等を活用し、行動制限

を緩和する。なお、今後、感染が大幅に拡大し、今回の基本的対処方針による行動制限では不十分と判

断される場合には、行動制限の強化の内容を検討し、基本的対処方針の見直しを行う。 
 

 措 置 内 容 

下
記
以
外 

〔飲 食〕 
原則、時短要請なし･酒提供可･人数制限なし 
〈感染拡大傾向が見られる場合〉 

・認証店 
時短要請なし･酒提供可(協力金なし) 

・非認証店 
20時までの時短要請･酒提供可(協力金あり) 

※同一ﾃｰﾌﾞﾙ4人以内  
認証店：ﾜｸﾁﾝ･検査ﾊﾟｯｹｰｼﾞ制度の適用又は対象者全員検査により人数上限なし 
 

〔イベント〕 
・｢感染防止安全計画｣策定(5,000人超かつ収容率50%超) 

・人数上限：収容定員まで 
・収 容 率：大声なし100％､あり50％ 

・「感染防止安全計画」を策定しない場合 
・人数上限：5,000人又は収容定員50％ 

のいずれか大きい方 
・収容率 ：大声なし100％､あり50％ 

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置 

〔飲 食〕   
・認証店 

時短要請なし･酒提供可(協力金なし) 
  又は 

21時までの時短要請･酒提供可(協力金あり)＊ 
＊時短要請は21時までを基本。酒類禁止を要請することも可能 

 
・非認証店 

20時までの時短要請･酒類禁止(協力金あり) 
※同一ﾃｰﾌﾞﾙ4人以内 

認証店：ﾜｸﾁﾝ･検査ﾊﾟｯｹｰｼﾞ制度の適用又は対象者全員検査により人数上限なし 
 
〔イベント〕 
・｢感染防止安全計画｣策定(5,000人超) 

・人数上限：20,000人 
ﾜｸﾁﾝ･検査ﾊﾟｯｹｰｼﾞ制度の適用又は対象者全員検査：収容定員まで追加可 

・収 容 率：大声なし100％､あり50％ 
・「感染防止安全計画」を策定しない場合 

・人数上限：5,000人 
・収容率 ：大声なし100％､あり50％ 

緊 

急 

事 

態 

措 

置 

〔飲 食〕    
・認証店 

21時までの時短要請･酒提供可(協力金あり) 
又は 

20時までの時短要請･酒類禁止(協力金あり) 
・非認証店 

20時までの時短要請･酒類禁止(協力金あり) 
 
※同一ﾃｰﾌﾞﾙ4人以内 
認証店：ﾜｸﾁﾝ･検査ﾊﾟｯｹｰｼﾞ制度の適用又は対象者全員検査により人数上限なし 

 
〔イベント〕 
・｢感染防止安全計画｣策定(5,000人超) 

・人数上限：10,000人 
ﾜｸﾁﾝ･検査ﾊﾟｯｹｰｼﾞ制度の適用又は対象者全員検査：収容定員まで追加可 

・収 容 率：大声なし100％､あり50％ 
・「感染防止安全計画」を策定しない場合 

・人数上限：5,000人 
・収容率 ：大声なし100％､あり50％ 
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県民・事業者への感染対策徹底の要請 
 

感染力の強い「オミクロン株」への急速な置き換わりとともに、新型コロナウイ

ルスの感染急拡大が見られることから、今後の感染拡大を阻止し医療逼迫を防ぐた

めにも、基本的な感染対策、外出の自粛や施設の使用制限などの感染対策の徹底に

ついて、特措法 24 条 9 項に基づき県民・事業者等に要請する。 

 

１ 基本的な感染対策の徹底  
 

・マスクの着用（不織布マスクの奨励）、手洗いや手指消毒、三つの密(密閉・

密集・密接)の回避（ゼロ密）、人と人との距離の確保、換気、複数人が触る

箇所の消毒、発熱等の症状が見られる場合の出勤･登校の自粛等の徹底 

（職場） 

・「居場所の切り替わり」(食堂、休憩室、更衣室、喫煙室、移動時の車内等)で

のマスクの着用、換気の徹底、従業員の体調管理など職場内での感染対策の

徹底 

（学校） 

・マスクの着用、給食の際の黙食の徹底、換気の徹底、体調が悪い場合の休み

やすい環境整備など校内で感染を拡大させない取組の徹底 

（家庭） 

 ・帰宅後の手洗い･消毒、換気、家族の健康管理など家庭での感染対策の徹底 

 

２ 外出自粛等  
 

・発熱等の症状がある場合、旅行、イベント参加等の自粛の要請 

・まん延防止等重点措置区域をはじめ感染拡大地域への不要不急の移動は極力

控えることを要請 

・外出時には混雑している場所や時間を避けて少人数での行動を要請 

・感染対策が徹底されていない飲食店、カラオケ店等の利用を厳に控えること 

・感染不安を感じる無症状者の検査受検を要請 

・｢新型コロナ対策適正店認証｣認証店舗利用の推奨 

 

３ 施設の使用制限等  
 

①飲食店等への要請等 

○｢新型コロナ対策適正店認証制度｣認証店舗 

・同一テーブル 4人以内の飲食を要請 

・短時間(2 時間程度以内)での飲食を要請 

○上記以外の非認証店舗 

・同一グループ 4人以内、短時間(2 時間程度以内)での飲食を要請 

・酒類提供の場合､｢一定の要件｣(ｱｸﾘﾙ板等の設置(又は座席の間隔(1ｍ以上)の確保)､ 

手指消毒の徹底等)を遵守 

・「新型コロナ対策適正店認証」取得の推奨 

○飲食以外の会話時のマスク着用の徹底 
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②多数利用施設等の感染対策の徹底 

・社会福祉施設、病院、学校園、大規模商業施設(食料品売り場)などクラスタ

ーが発生しやすい施設におけるマスクの着用、手指消毒、換気、飛沫防止等

の感染対策の徹底 

・多数利用施設における入場者の整理、入場者へのマスク着用の周知、飛沫防

止措置等の感染対策の徹底 

     

４ イベント開催制限  
 

・参加人数が 5,000 人超かつ収容率 50％超のイベントについては、感染防止安

全計画を策定し、県の確認を受けること。 

・上記以外の場合は、県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェッ

クリストを作成し、ＨＰ等で公表すること。 

・イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生し

ない席の配置や人と人との距離の確保、マスクの着用、イベントの開催中や

前後における選手、出演者や参加者等に対する主催者による行動管理など、

基本的な感染防止策を講じること。 

 

５ 出勤抑制等  
 

・在宅勤務(テレワーク)､時差出勤等､人との接触を低減する取組への協力依頼 

・県民生活及び経済の安定確保のために、各事業者等の事業継続計画の実施準

備を進めるとともに、感染拡大に応じ適切に取り組むこと。 

 

 

 

 

 



第６波急拡大！感染対策徹底要請！

県内の新規感染者数は、本日（１月12日）512人となるなど、感染が急拡大しています。
感染力の強いオミクロン株への急速な置き換わりにより更なる感染拡大が懸念されます。

これ以上の感染拡大を阻止し、医療ひっ迫を防ぐためにも、一人一人が「うつらない」「うつさな

い」の自覚と責任をもって、感染対策の徹底をお願いします。

・まん延防止等重点措置区域をはじめ感染拡大地域への不要不急の移動は極力控えてください。

・会食は、同一テーブル４人以内、２時間程度以内とし、会話時はマスク着用を徹底してください。

コロナ対策適正店非認証店舗は、同一グループ４人以内での入店としてください。

・多数利用施設では、入場者の整理やマスク着用の周知、飛沫防止措置等の感染対策を徹底してください。

・発熱等の症状がある場合、旅行、イベントへの参加等は控えてください。

２ リスクの高い行動の回避

令和４年1月１２日

兵 庫 県

１ 基本的な感染対策の徹底

・マスクの着用（不織布ﾏｽｸを奨励）、手洗いや手指消毒、三密（密閉・密集・密接）の回避（ゼロ密）、

人と人との距離確保、換気など日常生活での基本的な感染対策を徹底してください。

・職場や学校等での「居場所の切り替わり」(食堂、休憩室、更衣室、喫煙室、サークル室等）では十分注意し、

必ずマスクを着用するなど感染対策を徹底してください。

・帰宅後の手洗い、消毒、家族の健康管理など家庭での感染対策を徹底してください。

・体調が悪い場合は医療機関への受診、感染不安を感じる方は無料のＰＣＲ検査等を受けてください。

・ワクチンの積極的な接種とともに、接種後の基本的な感染対策の徹底をお願いします。

３ ワクチンの積極的な接種


